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諮問庁：農林水産大臣 

諮問日：令和４年８月４日（令和４年（行情）諮問第４４９号） 

答申日：令和４年１１月２４日（令和４年度（行情）答申第３３８号） 

事件名：特定法人に対する米の先物取引の本上場の不認可処分の理由が記載さ

れた文書の開示決定に関する件（文書の特定） 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の１に掲げる文書（以下「本件請求文書」という。）の開示請求に

つき，別紙の２に掲げる文書（以下「本件対象文書１」という。）を特定

し，開示した決定について，諮問庁が別紙の３に掲げる文書（以下「本件

対象文書２」といい，本件対象文書１と併せて「本件対象文書」とい

う。）を追加して特定し，開示決定等をすべきとしていることは，妥当で

ある。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，令和４年４月２８日付け新食第２１５

号により農林水産大臣（以下「農林水産大臣」，「処分庁」又は「諮問

庁」という。）が行った開示決定（以下「原処分」という。）について，

その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載によると，おおむね次

のとおりである。 

（１）審査請求書 

原処分のもととなった開示請求では，［農林水産大臣が行ったある不

認可判断の実質的理由］を記した行政文書の開示を請求している。しか

しながら，「特定法人の米先物取引について」には，不認可とした理由

は一切記載されておらず，認可不認可を決める期限，経緯，判断材料等

を記載したものに過ぎない。よって原処分は明らかに不適切である。 

（２）意見書 

ア 開示請求対象の確認 

「何の開示を請求しているのか」（以下「開示請求対象」とい

う。）というのを開示請求書では示すことになっている。〈〈本件

審査請求において取消裁決を求めている処分〉にかかる開示請求〉

において，開示請求対象が以下の通りであることは，当該開示請求
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にかかる開示請求書の内容から，明らかである。 

事項が記載又は記録された文書等（文書，図画及び電磁的記録（電

子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られた記録を言う）を言う） 

ただし「事項」とは，不認可判断（「特定法人から出された申請に

つきましては，５日に行われました意見聴取での意見も踏まえて農

水省で慎重に検討しました結果，法が定める認可基準に適合してお

らず，不認可と判断して，その旨６日に申請者に通知をしたところ

であります。今回，不認可とした主な理由は，取引に参加する当業

者数が横ばいであることや，当業者の取引利用意向が減少している

こと，取引の９割が新潟コシヒカリに偏っていることが挙げられま

す。」との大臣の２０２１年８月１０日の発言（「発言」には発言

要旨を含む。略。「野上農林水産大臣記者会見概要」ページより引

用。以降「本発言」と言う）において，大臣が行ったとされる不認

可判断を言う）の，実質的理由（本発言において示された不認可判

断理由よりも詳細であるものに限る）を指す。 

イ 意見 

今回の農林水産省側の原処分は，一言でいえば，日本語の文の〈理

解・解釈〉のやり方にミスがあったため生じたものであると思われ

る。ここから，（ある行為）の判断の理由が記載された文書という

のにあたるケースとあたらないケースの例を用い考察していく。 

（ア）ケース例（１） 

以下の例を考える。 

・ 田中氏は，２０３０年３月１日に，ある掃除機（家電）を

購入した。 

・ 田中氏は，２０３０年４月１日に，以下内容のメモを作成

した。 

３月１日に購入した掃除機の動作音のレベルは，測定機械で

計測したところ，Ｘ機関が定めるクラス分けでいうとＣクラス

にあたる。同掃除機の動作強度の調節可能レベル数は実際のと

ころ３個であった。いずれも，当該掃除機購入時に示されてい

た内容から劣るから，返品対応を販売店に請求することにする。 

・ 田中氏は２０３０年４月１日に，前記掃除機について，販

売店に対し返品対応を電話で請求した。 

このケースにおいて，田中氏が作成したメモは，〈田中氏が掃除

機の返品対応を請求した〉理由を記した書面にあたるであろうか。

「いずれも…劣るから，返品対応を販売店に請求することにする」

という記述の存在から，上設問の答えは「あたる」である。 
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（イ）ケース例（２） 

・ 石田氏は，２０３０年３月１日に，ある冷蔵庫（家電）を

購入した。 

・ 石田氏は，２０３０年４月１日に，以下内容のメモを作成

した。 

３月１日に購入した冷蔵庫の動作音のレベルは，測定機械で

計測したところ，Ｙ機関が定めるクラス分けでいうとクラス２

にあたる。製氷機能による製氷の所要時間は，１０回計測の平

均で４０分であった。 

・ 石田氏は２０３０年５月１日に，前記冷蔵庫について，販

売店に対し返品対応を電話で請求した。 

このケースにおいて，石田氏が作成したメモは，〈石田氏が冷蔵

庫の返品対応を請求した〉理由を記した書面にあたるであろうか。

当該メモは，単なるデータ・事実の羅列に過ぎない。石田氏が５月

に返品対応請求をした理由というのは，そのデータが気に食わなか

ったからかもしれないし，全然別のもの（例えば使用中に煙が出て

きた，等）かもしれない。よって上設問の答えは「あたらない」で

ある。 

（ウ）結論 

上記の２つのケース例の考察から得られた違いを，本件開示請求

の開示請求対象と，〈農林水産省側が，本件処分により開示するこ

ととしたもの〉との関係であてはめてみる。すると，開示請求対象

の範囲に，〈本件処分により開示することとしたもの〉が一切含ま

れないのは明らかである。 

ケース例（２）の状況下で，設問に対し「あたる」と強弁してい

るのと同じようなことを農林水産省側はしているのである。 

法に基づく開示請求に対し，〈その開示請求において望まれたも

の（もちろん主観とは関係なく，開示請求書から客観的に定まる

「望まれたもの」をいう。）〉については一切開示不開示の決定を

していない状況（以下特定状況という。）の下で，望まれたもので

はないものを開示する決定（以下「的外れ開示決定」という。）を

するというのは，法において，想定されてはいないのであって，開

示請求者となった国民の知る権利を侵害し，あるいは同権利に制限

をかけることにあたる。よって特定状況の下での的外れ開示決定は

違法または不当な処分にあたり，そのため取り消されなければなら

ない。原処分は，特定状況の下での的外れ開示決定にあたり，ここ

まで記したロジックから，取り消されなければならない。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 
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法９条１項に基づき，令和４年４月２８日付け４新食第２１５号で行っ

た行政文書の開示決定（原処分）に対する開示請求者（審査請求人）から

の審査請求に関し，法１９条に基づき，情報公開・個人情報保護審査会へ

諮問するに当たり，原処分を維持した上で，追加開示決定をすることにつ

いて，以下のとおり説明する。 

１ 審査請求人の主張 

上記第２の１及び２（１）のとおり。 

２ 原処分に対する諮問庁の考え方 

（１）原処分について 

審査請求人は，開示請求書に開示希望文書として，「不認可判断

（略）の実質的理由（本発言（大臣発言）において示された不認可判断

理由よりも詳細であるものに限る。）」と記載し，特定法人における米

先物取引の本上場申請が不認可されたことに関して，その実質的な理由

を求めている。 

なお，大臣が発言した不認可とした主な理由は，取引に参加する当業

者数が横ばいであること，当業者の取引利用意向が減少していること，

及び取引の９割が新潟コシヒカリに偏っていることである。 

このため，本件開示請求書に記載された「不認可判断理由よりも詳細

であるもの」とは，不認可と判断したより具体的かつ詳細な要因や，原

因を求めているものと判断した。 

原処分において開示した行政文書は，特定法人が米の先物取引を試験

上場した際の状況等を商品先物取引法で規定されている上場認可基準と

対比する形で整理しており，米の先物取引の本上場申請の認可の可否に

ついて判断する上で重要なものであることから，本件開示請求に合致し

た行政文書であると判断し，文書を特定した上で開示したところである。 

（２）審査請求を踏まえた対応 

不認可と判断した「実質的理由」については，上記（１）のとおり，

原処分で開示した行政文書に記載されているところであるが，上記１に

示した審査請求人の主張を踏まえると，審査請求人は不認可と判断した

「実質的理由」でなく，不認可としたこと自体が記載されている行政文

書の開示を求めているものと思われる。 

審査請求を受け改めて審査請求人が開示を希望する行政文書としては，

令和３年８月６日付けで特定法人あてに米の先物取引の本上場申請の不

認可を通知した指令書（本件対象文書２）が該当する。 

本件対象文書２には，米の先物取引の本上場申請について不認可とし

た旨，商品先物取引法に規定する認可基準に適合していないと認める理

由及びこれまでの試験上場期間における取引の主な状況が記載されてい

る。 
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以上のことから，不認可通知書を新たに特定し，その全てを開示する。 

（３）その他の文書の存否 

他に開示請求に合致する行政文書は存在しない。 

（４）結論 

以上のことから，原処分を維持した上で，本件対象文書２を追加特定

し，その全てを開示する。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和４年８月４日  諮問の受理 

② 同日        諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年９月１２日   審査請求人から意見書を収受 

④ 同年１０月２７日  審議 

⑤ 同年１１月１７日  審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

本件対象文書１を特定し，開示する原処分を行ったところ，審査請求人は，

審査請求書において，本件対象文書１は「不認可とした理由は一切記載さ

れておらず，認可不認可を決める期限，経緯，判断材料等を記載したもの

に過ぎない」などとして文書の追加特定を求め，原処分の取消しを求めて

いる。 

これに対して，諮問庁は，諮問に当たり，本件対象文書２を追加して特

定し，開示決定等をすべきとしていることから，以下，本件対象文書の特

定の妥当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）諮問庁は，原処分における本件対象文書の特定について，上記第３の

２（１）のとおり説明する。 

その上で，上記第３の２（２）のとおり，本件審査請求において，審

査請求人が，不認可としたこと自体が記載されている行政文書の開示を

求めているものと考えられたため，これに該当する文書として，米の先

物取引の本上場申請について不認可とした旨，商品先物取引法に規定す

る認可基準に適合していないと認める理由及びこれまでの試験上場期間

における取引の主な状況が記載されている本件対象文書２を保有してお

り，他に本件請求文書に該当する文書は保有していないことから，本件

対象文書２を追加して特定し，開示することとした。 

（２）先物取引の本上場認可基準は，商品先物取引法８０条１項３号におい

て，①先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれる

こと，②生産・流通を円滑にするために必要かつ適当であること，また，
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同法１５６条８項において，③認可に当たっては，認可までの間に取引

状況について勘案しなければならない旨規定されている。 

当審査会において，諮問書に添付された本件対象文書１を確認したと

ころ，本件対象文書１には，米の先物取引を試験上場した際の状況等が

商品先物取引法で規定されている上場認可基準と対比する形で，上記①

の基準に対して試験上場期ごとの取引量及び他物品の本上場認可の直近

月の取引量等が，上記②の基準に対して市場参加事業者数及び当業者の

利用意向等が，上記③の基準に対して試験上場期ごとの取引量等が，そ

れぞれ記載されていることが認められる。また，諮問庁から本件対象文

書２の提示を受けて確認したところ，本件対象文書２には，特定法人に

対し，本上場申請について不認可とした旨が記載されており，その別紙

において，商品先物取引法に規定する認可基準に適合していないと認め

る理由及びこれまでの試験上場期間における取引の主な状況が記載され

ていることが認められる。 

本件開示請求が，米先物取引の本上場申請が不認可されたことに関し

て，不認可判断の実質的理由が分かる文書の開示を求めるものであるこ

とからすると，原処分において本件対象文書１を特定し，諮問庁が更に

不認可理由が記載されている本件対象文書２を追加特定して，開示決定

等をすべきとしていることは首肯できる。また，このような本件対象文

書を特定した経緯や他に本件請求文書に該当する文書を保有しているこ

とをうかがわせる事情が認められないことからすると，本件対象文書以

外に本件請求文書に該当する文書を保有していない旨の上記（１）の諮

問庁の説明が不自然，不合理とまではいえない。 

したがって，農林水産省において，本件対象文書の外に本件請求文書

に該当する文書を保有しているとは認められず，本件請求文書に該当す

る文書として本件対象文書２を追加して特定し，開示決定等をすべきと

していることは妥当である。 

３ 本件開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書１を特

定し，開示した決定について，諮問庁が本件対象文書２を追加して特定し，

開示決定等をすべきとしていることについては，農林水産省において，本

件対象文書の外に開示請求の対象として特定すべき文書を保有していると

は認められないので，本件対象文書２を追加して特定し，開示決定等をす

べきとしていることは，妥当であると判断した。 

（第４部会） 

委員 小林昭彦，委員 白井玲子，委員 常岡孝好 
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別紙 

 

１ 本件請求文書 

事項が記載又は記録された文書等（文書，図画及び電磁的記録（電子的方

式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られた記録を言う）を言う） 

ただし「事項」とは，不認可判断（「特定法人から出された申請につきま

しては，５日に行われました意見聴取での意見も踏まえて農水省で慎重に検

討しました結果，法が定める認可基準に適合しておらず，不認可と判断して，

その旨６日に申請者に通知をしたところであります。今回，不認可とした主

な理由は，取引に参加する当業者数が横ばいであることや，当業者の取引利

用意向が減少していること，取引の９割が新潟コシヒカリに偏っていること

が挙げられます。」との大臣の２０２１年８月１０日の発言（「発言」には

発言要旨を含む。https://www.maff.go.jp/j/press-conf/210810.html「野

上農林水産大臣記者会見概要」ページより引用。以降「本発言」と言う）に

おいて，大臣が行ったとされる不認可判断を言う）の，実質的理由（本発言

において示された不認可判断理由よりも詳細であるものに限る）を指す。 

 

２ 本件対象文書１ 

特定法人の米先物取引について 

 

３ 本件対象文書２ 

米の先物取引の本上場申請の不認可を通知した指令書 


